
いきいき現場づくり「意見の窓口」一覧表

Ｅ 工事書類の簡素化

No 分類 タイトル ご　　　　　　意　　　　　　見 回　　　　　　　　　　　　　　答

回答年月日：H21/9/7
○工事打ち合わせ簿については、「土木工事施工管理の手引き」に記載してあるように、容易に理解できる文面とし、
正確に、簡潔に、要領よくまとめて下さい。本文で表現できない場合には別紙又は別図により添付することとなります
が、添付資料については、必要最小限で理解できる資料を添付して下さい。必要以上に資料を添付する必要はあり
ません。
○工事成績評点においては、適切な時期に必要な書類が提出されていれば、工事成績評点においても適切に評価
を行っております。添付書類が多ければ、評価が良いというものではありません。
○引き続き、工事書類の簡素化について適切な対応を図るよう、監督職員等への周知、指導を行って参ります。

回答年月日：H21/9/7
○腕章の着用につきましては、平成8年4月より適用され、「現場における責任の自覚と意識の高揚、並びに現場作業
員及び一般住民から見た責任者の明確化」を目的として実施しております。
○現在におきましては、「腕章の着用」は周知・徹底されており、また、既製品等も販売されていることから、「腕章の
着用」は義務付けたまま、「腕章の協議」について、廃止するよう特記仕様書の改定等を行います。

回答年月日：H21/9/24
○写真撮影の省略については、「写真管理基準」（平成21年4月）の「４．写真の省略」に記載してあるとおりです。
　なお、段階確認を実施した箇所については、「４．写真の省略」の（３）で『監督員及び現場技術員が臨場して段階確
認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。』となっており、出来形管理写真の撮影は不要です。
○また、土木工事施工管理の手引き「書類簡素化版（簡素化対象抜粋）」（平成20年9月）の「〔10〕段階確認、立会事
項」に記載してあるとおり、監督職員及び現場技術員が臨場した場合の状況写真の撮影も不要です。

〔掲載箇所アドレス〕九州地方整備局ホームページ
　http://www.qsr.mlit.go.jp/kensetu_joho/

回答年月日：H21/10/23
○地下埋設物件事故防止に関する特記仕様書及び各様式は、現場（監督職員を含む）において埋設物件の損傷事
故防止を図るための取り組みを定めたものです。事前に調査や対策を行っても、予期せぬ事態で事故が起こることも
ありますが、その場合には「適切に調査が行われていたか」、「作業員への周知が図られていたか」など確認し再発防
止に努めなければなりません。このように事故防止や再発防止のためには特に重要なものと考えておりますので、当
面は特記仕様書に則った対応をお願いするとともに、作業員全員への周知徹底を図るようお願い致します。

○地下埋設物件の損傷事故は平成１８年度をピークに昨年度まで減少傾向でしたが、今年度に入り増加していま
す。

○事故原因を分析してみると、地下埋設物件が存在することは事前に把握されているにもかかわらず、各作業段階
（試掘、本掘削時等）の確認不足や作業指示の不適切によるものが多くみられます。このためにも各様式に基づく、
作業関係者への適切な指示や確認が必要と考えています。

○架空線を切断してしまった場合も同様ですが、大規模な停電や通信障害など多大な公衆災害となる恐れがあるた
め、事故防止に向けた現場の安全管理の徹底をお願いします。

回答年月日：H21/11/6

○ご指摘のような監督補助員の役割を逸脱する行為はあってはならないことです。常日頃から業務内容や業務遂行
上の留意事項、また、監督補助員の権限及び役割等について、管理技術者を通じて指導・周知に取り組んでいます。
　・管理技術者と当初業務計画書提出時及び毎月２回の監督職員との打合せ。
　・年度当初には、行政補助業務の全管理技術者への説明会の開催。

○各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）を設けております。
　相談者の個人情報や相談内容については、相談者の不利益にならないよう慎重に対応しますので、可能ならば、
具体的な事例を示して担当事務所の相談窓口のご利用も検討してみてください。

回答年月日：H21/12/10
○No.１２の回答のとおり、監督職員及び現場技術員が臨場した場合の写真撮影は不要です。
○監督職員等からも「臨場した場合の写真撮影は不要」と言うことを現場代理人に指導が行き届くよう周知徹底しま
す。

以下、No.１２の回答
○写真撮影の省略については、「写真管理基準」（平成21年4月）の「４．写真の省略」に記載してあるとおりです。
　なお、段階確認を実施した箇所については、「４．写真の省略」の（３）で『監督員及び現場技術員が臨場して段階確
認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。』となっており、出来形管理写真の撮影は不要です。
○また、土木工事施工管理の手引き「書類簡素化版（簡素化対象抜粋）」（平成20年9月）の「〔10〕段階確認、立会事
項」に記載してあるとおり、監督職員及び現場技術員が臨場した場合の状況写真の撮影も不要です。

回答年月日：H21/12/28
○監督職員や現場技術員が臨場した場合の状況写真の撮影は不要です。
　会計検査時においても、臨場した場合の状況写真の撮影は不要であると指導を行っている旨の説明を行います。
　また、施工プロセス対象工事につきましても、品質検査員が臨場した場合の状況写真の撮影は不要です。

回答年月日：H22/3/17
○工事書類が多いという意見はこれまでも多く寄せられており、国土交通省では、引き続き工事書類の簡素化に取り
組んでおります。

○品質を確保するための管理資料や今後の維持管理のための資料等、必要なものは整理・簡素化しつつ、工事中、
工事完了後において使用頻度の低い資料などは更なる工事書類の簡素化を図るための検討を行っているところで
す。

○工事施工等に必要な共通仕様書の改定については、関係法令や関係基準書の改定に伴う修正や追加を行い、最
新の基準に沿った構造物を構築するよう、２年に１度、共通仕様書の改定を実施しております。

回答年月日：H22/5/11
○電子納品とする対象書類及び電子検査においては、「電子納品実施のための当面の措置（案）（H18.3版）」に基づ
き、受発注者間の事前協議のうえ決定することとなっています。

○「電子納品対象として特に求めない書類」を電子納品する場合においても、受発注者間で協議の上、決定すること
となっていますので監督職員と十分協議を行い決定して下さい。

○「土木工事共通仕様書　第１編共通編1-1-20工事完成検査」に記されているように、完成検査においては、設計図
書により義務付けられた書類等が全て整備されていることを前提に検査を行うものです。なお、検査時に紙で実施す
る方が効率的な場合も考えられますので、紙・電子のいずれかで行うかは、監督職員と協議の上、決定して下さい。

○参考「電子納品実施のための当面の措置（案）（H18.3版）」のアドレスはこちらとなります。
　　http://www.qsr.mlit.go.jp/cals/files/denshi3.pdf

回答年月日：H22/6/22
○工事書類の提出等については、「土木工事共通仕様書」や「土木工事施工管理の手引き」に基づいて行って下さ
い。
○工事書類については、標準様式を「土木工事施工管理の手引き」に記載しています。その他、記載のない書類等に
ついては、その内容が適切なものであるかが重要であるため、標準的な様式は定めていません。
○施工体制台帳の作成や提出については、Ｎｏ．３８の回答を参考にして下さい。
〈参考〉
「Ｎｏ．３８施工体系図及び施工体制台帳について」の回答
○施工体制台帳の作成や提出については、「施工体制台帳に係る書類の提出について」（Ｈ１３．３．３０付：国官技第
７０号、国営技第３０号）に定められています。
○具体的な施工体制台帳の作成や提出にあたっての記載内容及び提出、添付資料については、九州地方整備局
ホームページに問い合わせ窓口と併せて掲載しておりますのでご活用ください。（　http://www.qsr.mlit.go.jp/n-
park/construction/index_02.html#sekoutaisei　）
○また、「元請けから下請け会社への現場代理人通知書の発行」について、「建設工事標準下請契約約款」では、第
１１条第１項に、「甲は、監督員を定めたときは書面をもってその氏名を乙に通知する。」と定められています。下請負
人と締結している契約書の内容を確認していただき、適切な対応をお願いします。

75 Ｅ 工事書類の提出について

Date: Wed, 16 Jun 2010 11:50:37
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 各事務所単位で提出書類の必要性（出すものと出さないもの）が異なり困る。同じ書類でも添付するも
のが異なっているので完璧な様式を作成してほしい。（施行体制台帳等）

56 Ｅ 工事完成検査時の電子納品について

Date: Thu, 1 Apr 2010 18:24:41
工事現場における役職　： その他
工事場所　　　： 大分県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 工事完成検査時の電子納品について
現在の電子納品の状態ですが、通常の工事であれば完成検査であれば紙ベースでの書類も多数あると思います。
現状で、完成検査の際に電子成果品の検査も同時に問われる場合もありますが、現実的には出来るものと出来ない
ものがあると思います。
もちろん書類の電子化の必要性も分かりますし、今後電子化が更に進めば可能だとは思いますが、現状を考えれば
完成検査後でなければ本当の意味でも全ての電子成果品は作成できないのではないでしょうか？

51 Ｅ 工事書類について

Date: Sat, 13 Mar 2010 15:24:45
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 鹿児島県
工事業種　　　： 土木(河川)
ご意見　　　　： 現在の公共工事（特に国土交通省）の現状について
・私は、この窓口に対して中傷するような気はさらさらありませんし、逆にこういう場があり、大変嬉しく思います。　そ
こで、ここで書かせて頂きたい事がいくつかあります。
1.何故にここまで書類書類という時代になったのですか？　我々の仕事はモノを造ることですが、最近はあまりの書類
の多さに本当にまいっています。施工プロセス、共通仕様書の次から次へ改定改定。朝から晩まで書類に追われ、実
際のところは現場に出るヒマなんてありません。モノを造るというよりは書類（証拠）づくりです。今の時代、どこの会社
も余計に応援をもらえるような余裕もないでしょうし。周りは優秀な若い技術屋さんがどんどん職業を変えています。
休みはおろか、家族との食事もままならないこの現状を近い将来変えて頂きたく思います。そこまで業者への信頼が
ないのでしょうか？　アメリカの管理方法等を取り入れるべきと考えます。

31 Ｅ
段階確認及び立会確認臨場時の写真
について

Date: Fri, 25 Dec 2009 18:07:07
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 長崎県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 段階確認及び立会確認臨場時の写真について
ＮＯ．１２とＮｏ．１８の回答を拝見させて頂きました。
現在、私の現場でも段階確認や立会確認の際自主管理の写真撮影を行っております。写真管理基準や施工管理の
手引きでは監督職員や現場技術員に臨場して頂いた場合は状況写真等は不要となっておりますが、会計検査時に
写真が必要となってくることは無いのでしょうか？
また、施工プロセス対象現場の場合は品質検査員が段階確認で臨場されますが、この場合も監督職員や現場技術
員と同様に写真撮影は不要となるのでしょうか？
２点質問させて頂きますが、ご回答宜しくお願いします。

25 Ｅ
工事書類の簡素化・段階確認につい
て

Date: Wed, 9 Dec 2009 13:57:41
工事現場における役職　： その他
工事場所　　　： 宮崎県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 工事書類の簡素化　段階確認について
Ｎｏ．１２の回答でも答えて頂いてる通り、現場技術員が臨場した場合の写真は不要です。と書いていますが。○○事
務所での工事では、写真を取らされています。もしかして、写真を撮るのは○○事務所だけのローカルルールなので
しょうか？
現場代理人に撮らなくても良いと説明しても、施工管理に良い顔をしたいのか、聞く耳を持ちません。
そのため書類整理、写真整理も莫大な量になり、毎晩遅くまでの残業となり、いきいきとした現場作りになりません。
なにとぞ、迅速な制度の徹底、指導の程よろしくお願いします。

※事務所名を特定したご意見でしたが、公開にあたっては「○○事務所」とさせて頂きました。
　 当該事務所には直接、回答内容での指導を行いました。

18 Ｅ 工事書類の作成について

Date: Wed, 4 Nov 2009 15:08:15
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 業務委託の方から必要以上に説明資料の作成を要求され、工事の進捗に影響を及ぼしているので何
とかしてほしい。自分自身の考えを受注者側に押し付け、何度も書類を提出しなければならず、ワンデーに対応でき
ない。業務の管理技術者を通じて指導してあるのかもしれませんが指導内容が反映されなければ意見窓口での意見
が無駄なような気がします。

15 Ｅ
地下埋設物件の事故防止と工事書類
の簡素化について

Date: Wed, 21 Oct 2009 14:10:32
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 地下埋設物件の事故防止と工事書類の簡素化について

平成２１年８月に地下埋設物件事故防止に関する特記仕様書が更新されました。損傷事故が減らない事によるもの
と理解しますが、施工業者にとっては負担が増える一方です。調査費用も出るとのことですが、様式１～６までの書類
を作成する事はかなりの負担であります。一現場において作成箇所数は工事の内容によるとは思いますが、かなり
の数になると思います。
そこまで調査をしていても損傷事故が起きています。それは関係者のの意識不足もあるかもしれませんが、予期せぬ
こともあれば、現場技術者が書類の作成に追われて現場での管理をお留守になっていることもあると思います。

提案　各様式作成の廃止

事前調査は当然実施しますが、その調査結果は平面図（拡大サイズ）に調査結果を書き込み（手書きを可とする）、そ
の図面を基に発注者と協議（確認）し、試掘の必要性などを確認する事とする。その打合せに参加した人は図面にサ
インをする。
試掘の際にもその図面で関係者と埋設物の種類、位置、深さを確認する事とする。

工事書類の中でもこの地下埋設物件の様式は最も負担の大きいものの一つと考える人は多いと思います。これを提
案のようにしていただくと工事書類の簡素化にもつながるものと思います。

今の特記仕様書に則って管理していくことが事故防止に最高に寄与しているとは思えません。

12 Ｅ
「段階確認等での確認を受けた事項」
について

Date: Tue, 22 Sep 2009 14:13:02
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 段階確認等で確認を受けた事項について
例として配筋検査を上げます。
監督員及び監督補助員に臨場して確認を受けた配筋について確認前及び確認後に本数、ピッチ等を撮影しなければ
ならないのでしょうか？（自社管理）
監督員等に確認を受けた事項を再度写真を撮る行為が工事書類の簡素化に反していると思いますが回答願いま
す。

5 Ｅ 腕章の協議について

Date: Wed, 2 Sep 2009 08:49:31
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 特記仕様書にある”腕章の協議”。何の意味があるのですか？　国土交通省タイプと既製品も販売さ
れています。書類の簡素化になってないのでは？　わざわざ協議する程の物ではないと思います。

3 Ｅ 工事書類の簡素化について

Date: Thu, 27 Aug 2009 18:09:18
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： 工事書類の簡素化について

工事打合せ簿の作成に当たっては、土木工事共通仕様書及び特記仕様書等に基づいて作成していますが、添付資
料に記載事項以上のことを監督補助員に求められることが多くあります。これは工事書類の簡素化に逆行する事と
思います。
一方で総合評価方式により受注者側としては工事評点を少しでも上げたいと思うので、添付資料の過剰と思われる
追加が評価をされるとすれば、要求に従わざるをえないのでしょうか。



回答年月日：H22/6/22
○「建設業法施行規則第１４条の２第２項」に基づき、施工体制台帳を作成する際の契約書の写しとして添付する書
類は、「建設業法第１９条第１項及び第２項」の規定による書面の写しとなります。この規定に定める項目が確認でき
ないものについては、注文書などで確認することがあります。
○施工体制台帳の作成や提出については、Ｎｏ．３８の回答を参考にして下さい。
〈参考〉
「Ｎｏ．３８施工体系図及び施工体制台帳について」の回答
○施工体制台帳の作成や提出については、「施工体制台帳に係る書類の提出について」（Ｈ１３．３．３０付：国官技第
７０号、国営技第３０号）に定められています。
○具体的な施工体制台帳の作成や提出にあたっての記載内容及び提出、添付資料については、九州地方整備局
ホームページに問い合わせ窓口と併せて掲載しておりますのでご活用ください。（　http://www.qsr.mlit.go.jp/n-
park/construction/index_02.html#sekoutaisei　）
○また、「元請けから下請け会社への現場代理人通知書の発行」について、「建設工事標準下請契約約款」では、第
１１条第１項に、「甲は、監督員を定めたときは書面をもってその氏名を乙に通知する。」と定められています。下請負
人と締結している契約書の内容を確認していただき、適切な対応をお願いします。

回答年月日：H22/8/30
○出来形、品質管理棟の写真撮影は写真管理基準（案）に基づき実施します。なお、監督職員等が臨場する段階確
認、立会を行う場合、それぞれ出来形管理写真や状況写真の撮影が不要となります。
○工事検査においては、監督職員等が臨場した段階確認、立会状況の確認は、実測値を記入した出来形管理資料
（受注者側で作成）等で確認を行います。
○検査において、出来形、施工状況等の写真の提出を求められた際に、監督職員等が臨場している場合には監督
職員等確認したことを検査官に伝えるようにして下さい。

回答日：Ｈ22／１２／３
○工事書類の簡素化については、１１月１日以降契約工事を対象に「土木工事における受発注者の業務効率化の推
進について」の一環として書類の必要性の明確化を行っているところです。引き続き二重納品の防止等について取り
組んでまいります。
○監督補助員の業務内容については、Ｎｏ２９で回答していますので参考としてください。今後も、協議承諾等円滑に
進めるよう適切に対応することを引き続き指導して参ります。
○設計変更は、「設計変更ガイドライン（案）平成２０年６月」に基づき、発注者が受注者から提出される確認資料を活
用し行うものです。検討が必要なものについて、受注者に依頼した場合、別途費用を計上するようになっていますの
で、今後とも引き続き指導してまいります。

＜参考＞「平成２２年度土木工事における受発注者の業務効率化実施要領」
　http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou/pdf/220929H22kouritsuka02.pdf

＜参考＞「Ｎｏ２９．工事打合せ簿（協議）、ワンデーレスポンスについて」
○監督補助の業務内容の１つに「工事請負者から提出（提出、承諾及び協議事項）された資料と設計図書との照合
を行い、報告するものとする。」とあり、監督補助員はこれに基づき提出された資料の確認を行っております。したが
いまして、協議書の確認作業は監督補助員が行う業務範囲でありますので、現行のまま監督補助員の確認も必要で
す。
　監督補助員から書面等の変更を要求することもありますが、必要以上に資料を要求したり、日数をかけることがな
いよう周知徹底を図って参ります。

＜参考＞「設計変更ガイドライン（案）H20.6」
　　　　　　http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/sekkei/henkouguide.pdf

回答日：Ｈ２３／２／９
○「土木工事における受発注者の業務効率化実施要領」により、工事帳票の二重提出を防止し、工事完成時に提出
する出来形管理資料・品質管理資料を削減しています。
○提出書類の場合、受注者が２部作成し発注者へ提出し、発注者が受領印を押印後１部を受注者へ返却します。受
注者は、返却された提出書類を整理し保管となります。２部提出し１部返却することにより、受注者は提出書類を電子
化する必要がありません。これにより、紙と電子の二重納品を防止出来ることとなり、書類の簡素化に繋がるものと考
えています。
○工事書類が多いという意見はこれまども多く寄せられており、国土交通省では、引き続き工事書類の簡素化に取り
組んでおります。

回答日：Ｈ２３／８／２５
設計図書に明示されている材料及び監督職員と協議を行い決定された材料については、監督職員が臨場により確
認することが原則となっており、それ以外の材料については臨場による確認は必要ありません。また、臨場による確
認の場合の写真は必要ありません。
相談窓口にお寄せ頂いた意見については、全ての関係職員等に確認・指導をしてまいります。
また、受発注者間でコミュニケーションを図り、より良い品質の社会資本を整備して参ります。
なお、各事務所に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口（技術副所長、工事品質管理官等）、九州地方整備局　企
画部（技術調整管理官、総括工事検査官等）に「いきいき現場づくり」に関する相談窓口を設けていますので活用をご
検討下さい。
注）相談者の個人情報や相談内容など相談者が不利益を受けないように対応しますのでご理解下さい。

回答日：Ｈ２３／１２／７
７月版で実際に運用を開始しましたが、基本的には変わっておらず、運用上わかりにくい点や困った点に対応するた
めに９月に一部改正したところです。
工事関係書類一覧表及び標準様式の改正について９月版の主要な変更点は下記のとおりですのでよろしくお願いし
ます。

◆工事関係書類一覧表
　・工事書類については、鏡として様式９を添付する。
　・提出部数の工事書類について、鏡をつける関係で部数を変更。
　・提出必要部数の欄に『（紙）』と追記し、備考欄に『（注）２部提出（押印後、１部返却）』を追記。

◆工事関係書類の標準様式（本省の統一様式→九州版への変更）
　・契約関係書類については、九州地整版を原則とした。
　・工事書類の様式１０，１２，１４については、発注者と受注者の押印欄を削除。
　・工事書類の様式１３については、九州地整で使用しているものを使う。

144 Ｅ 工事関係書類について

Friday, October 14, 2011 8:53 PM
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： 土木(道路)

弊社は平成23年9月に○○事務所の工事を受注しましたが、提出書類は工事関係書類平成23年9月版を運用するこ
ととなり、内容の変化に戸惑っています。弊社は平成22年度工事も受注させていただきましたが、平成22年の簡素化
版で納品致しました。その後も平成23年7月版が出された事と思います。この様な朝令暮改ともいえる改訂（改悪）を
どの様な方々がどの様にして決めているのでしょうか？現場の声は反映されているのでしょうか？平成23年9月版の
次はいつでしょうか？工期内にまた改訂が有るかもしれないと思うと、熟読する意欲も湧きません。発注・受注者間で
施工計画時に提出方法を選択できるような柔軟な運用をする事を考えていただけないものでしょうか？
双方にとって（不合理的・非現実的・煩雑）と思われる方法は必ず淘汰されてゆくと思うのですが？
３方良しの理念の実現の為、ご一考の程宜しくお願い申し上げます。

126 Ｅ 工事書類の簡素化について

Friday, April 15, 2011 11:34 AM
工事現場における役職　：　主任技術者（監理技術者）
工事場所　：　長崎県
工事業種　：　電気通信
ご意見　：
工事書類の簡素化で工事を進めています。
特記仕様書に本工事の指定材料は「光ケーブル」と記載されていたので、材料確認等の資料づくりは、光ケーブルの
みと考えていました。
しかし今回、監督補助員より「標識支柱の材料立会をします。」と言われ、立会願の提出を要求され、現場で全ての寸
法・厚み等を確認されました。
また、監督補助員立会中の立会写真を何枚も撮影しました。
本標識支柱は、自主管理で全ての鋼材の厚みから寸法まで確認済みのもので、試験成績書（めっきの試験成績書、
寸法確認検査資料）は打合簿で提出済みの支柱でした。
取付は順調に進み何事も無く終わりましたが、監督補助員の寸法確認や立会写真の撮影にかなりの時間と労力を費
やした交通規制内での施工となりました。
工事書類の簡素化前は、全ての使用材料について、立会願を提出し工事材料の立会をお願いしていたのですが、今
は違うと思うのですが監督補助員の行為は正しいのでしょうか。教えてください。

107 Ｅ 工事書類の簡素化について

Monday, January 17, 2011 11:40
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 佐賀県
工事業種　　　： その他
ご意見　　　　： 工事書類の簡素化について

工事書類の簡素化が推進されていますが11月受注後の工事については今まで提出していた工事簡素化の様式から
従来の工事書類に変更になり、また2部提出とのことでした。何年か前より工事簡素化の様式で提出していましたが
また従来のやり方に戻るのであれば工事書類の簡素化になっていないのでないでしょうか？いつになったら本当に
工事書類の簡素化が実施されるのでしょうか？

103 Ｅ 工事書類の簡素化等について

Saturday, November 27, 2010 11:57
工事現場における役職　： 現場代理人
工事場所　　　： 宮崎県
工事業種　　　： 土木(道路)
ご意見　　　　： ここ数年、県土木工事を行っており、今回久しぶりに（３年ぶりくらい）国土交通省の工事を担当してい
ますが、あれだけ簡素化簡素化と打ち出していながら、この書類の多さ、監督補助員を通してからでないと監督員と
協議・承諾を行えない、補助員から要望する書類を寝ずして作成し持っていけば、監督員に見せるまでもなく監督員
からの即回答など、「ここ２～３日の説明書類に費やした時間を返して下さい」と言いたくなる日々の連続です。県工事
では20分で終わる現場協議説明が、国土交通省では、４～５日はすぐにかかります。さらに、この意見の窓口でも多く
記載されている「設計変更業務」・・・これはある意味現場よりも数倍大変です。
我々も限られた職員で業務をこなしています。何故、コンサル業務まで我々は請け負わないといけないのでしょう
か？ いつになったらこの問題は解決するのでしょうか？朝は日の出とともに測量を始め、変更変更で迷惑を掛けて
いる中、夜遅くなるまで頑張ってくださる作業員の方々のモチベーションを高め、それから一言、言葉で済む打合せ書
類を毎晩毎晩遅くまで。県市町村工事と国土交通省の完成品の品質の差は何ですか？ 何故同じ公共工事で、ここ
まで差が生じているのでしょうか？県市町村の完成品の品質に過去～現在、問題が多々起きているのなら納得でき
ますが、そのような事例は私は記憶にありません。もっと柔軟な「人」としての対応をお願いしたいと強く思います。

92 Ｅ 検査内容について

Date: Sun, 8 Aug 2010 13:44:15
工事現場における役職　： 主任技術者（監理技術者）
工事場所　　　： 大分県
工事業種　　　： 土木（道路）
ご意見　　　　： 先日検査（局）を受けましたが、不可解であったので投稿致します。平成２０年３月に試行された工事
書類の簡素化ですが、監督職員の立会を受けた現場検査についての写真について指摘がございました。当方と致し
ましては、監督職員の立会であれば、細かな写真はいらないと理解しておりました。（書類簡素化〔１０〕段階確認、立
会事項１－１－６より）もちろん不可視になる部分については監督職員に十分な機会を提供しております。（立会回数
半年で６０回）にもかかわらず、細かい部分の写真はあるか、目で見て確認できるかと嗾けられました。こういうことで
は、簡素化には全く逆行していると思います。今後、国土交通省としてどういう方針で行くのか教えて頂ければ幸いで
す。お忙しいところ恐縮ですがご回答下さい。

84 Ｅ 施工体制台帳について

Date: Wed, 7 Jul 2010 08:29:45
工事現場における役職　： その他
工事場所　　　： 福岡県
工事業種　　　： その他
ご意見　　　　： 現在行っている現場ではないのですが、一般的な質問をさせてください。施工体制台帳を作成する際
の協力業者との契約書の写しの添付書類として基本契書の写し、注文請書の写しを添付しているのですが、注文書
の写しも添付の必要があるのでしょうか。注文請書が有れば注文書は発行されていることが解るので不要だと思うの
ですが。


